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　鳥獣保護区は、鳥類や獣（けもの）を保護するために、「鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づいて

指定されます。

　鳥獣保護区は、国（環境大臣）の指定する国指定鳥獣保護区

と、都道府県（知事）の指定する都道府県指定鳥獣保護区の２種

類があり、藤前干潟は、国の指定する鳥獣保護区です。

　鳥獣保護区の区域内は、狩猟は禁止です。また鳥獣やその

生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別

保護地区に指定することができます。特別保護

地区内では一定の開発行為が規制されます。

　藤前干潟では、稲永ビジターセンターと藤前

干潟活動センターの前の干潟が特別保護地

区に指定されています。



藤前干潟
活動センター

午前9時から午後4時30分
毎週月、火曜日（※月、又は火曜日が祝日の場合、翌日以降の
平日（月火が祝日の場合は翌日以降の2日間）が休館日）
年末年始（12月29日から1月3日）
無料（団体利用については事前予約が必要です。）
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藤前干潟活動センター

市バス
日光川公園行き
（約35分）

日光川公園あおなみ線
港北駅


